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１ 計画の基本的な考え方                            

（１）計画策定の趣旨 

少子高齢化を伴う本格的な人口減少社会の到来は、国全体の大きな課題です。 

政府は、子どもを安心して産み育てることのできる社会の実現を図るため、平成 15

年 7 月に「次世代育成支援対策推進法」（平成 15 年法律第 120 号。以下「次世代

法」という。）を制定し、国を挙げて少子化対策に取り組んできました。さらには、あ

らゆる分野における女性の活躍を進めることが社会の維持発展に不可欠との観点か

ら、平成 27年 8月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成 27

年法律第 64号。以下「女性活躍推進法」という。）が制定されたところです。 

置賜広域病院組合としては、育児・介護など多様な事情を抱える職員一人ひとりが

仕事と家庭生活を両立できるために必要な環境整備を図りながら、女性職員の一層の

活躍を推進することが、病院事業全体の効果的・効率的な運営に資するという基本的

な考え方のもと、次世代法・女性活躍推進法の両法に基づく特定事業主計画を一体的

に定め、すべての職員が力を発揮できる職場環境づくりに向けて取り組んでいきます。 

 

（２）計画期間 

  計画期間は、平成 28 年度を初年度とし、令和 2 年度までの 5 年間を前期、令和

３年度から令和７年度までの５年間を後期とします。 

 

（３）計画の推進体制 

  この計画を効果的に推進するために、「ワーク・ライフ・バランス推進委員会」に

おいて、計画内容の職員への周知及び円滑な実施に努めるほか、必要に応じて計画の

見直し等を行います。 

 

２ 現状認識・成果                               

（１）女性職員の活躍推進 

①女性職員の採用 

採用者に占める女性割合は、合計で 8割を超えており、毎年多くの女性職員を採用

しています。 
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②管理職に占める女性職員の割合 

管理職に占める女性職員の割合は、次のとおりです。 

 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 令和 2年度 

男性 25 人

（71.4％） 

25 人

（73.5％） 

24 人

（75.0％） 

25 人

（78.1％） 

21 人

（70.0％） 

女性 10 人

（28.6％） 

9 人

（26.5％） 

8 人

（25.0％） 

7 人

（21.9％） 

9 人

（30.0％） 

合計 35人 34人 32人 32人 30人 

 

（２）仕事と家庭生活の両立（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

仕事と家庭生活の両立推進に向けた取組みを中心として、次のとおり実施して

きました。 

①多様な勤務形態に向けた取組み 

・子育て支援ガイドブックの作成 

出産・子育てに関する休暇制度や職場復帰後の働き方等についてガイドブック

を作成し、出産予定の職員に配布しています。 

・「多様な勤務形態」の実施 

病棟看護師の二交替勤務等、勤務形態を選択できる仕組みを検討、試行し、令

和３年２月より実施いたしました。今後は、希望者がいる病棟で拡大予定です。 

 

②時間外勤務縮減の取組み 

・負担軽減計画の策定 

 時間外勤務時間については、衛生委員会等で分析をし、より効率的な業務遂行

を目指してきました。また、委員会の時間内開催や、WLB 委員会においては定

時帰宅を推進するポスターの配布、さらに部署別の負担軽減計画を策定し、取り

組み、評価を行ってきました。 
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③年次有給休暇取得推進の取組み 

・「リフレッシュ休暇」「アニバーサリー休暇」の推進 

心身の疲れを癒し、新たな気持ちで仕事に取組めるように、年次有給休暇１日

以上を含む 4連続休暇の取得を推進しました。また、令和２年度より本人又は家

族（大切な人等）の誕生日・記念日等に取得できる「アニバーサリー休暇」を新

設し、さらなる休暇取得を推進します。 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 令和 2年度 

年休平均 

取得日数 
6.3日 6.9日 7.2日 7.6日 7.8日 7.4日 

（参考）こうした取組みの結果、WLB インデックス調査の結果「職員を大切にす

る組織である」との回答数は年々増加し、令和２年度には６割近い数字となった。 

（平成３１年度からはコメディカル、令和３年度からは事務部も参加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 課題                                    

このように、これまでの取組みは一定の成果をあげているところです。 

また、令和 2年度に実施した「ワーク・ライフ・バランスアンケート調査」を通じ、

次のような回答結果を得ています。 

「長く勤めるために重要だと思うことは何ですか」の問いに対する上位５項目 

１位 ： 人間関係が良い。 

２位 ： 休みが希望どおりに取れる。 

３位 ： 給料に納得できる。 

４位 ： 定時で仕事が終わる。 

５位 ： 多様な勤務形態から働き方を選択できる。 

６位 ： ハラスメントのない職場である。 
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 この結果から、これまでの取組みの方向性は継続していくものとして判断できる一方、

「年次有給休暇や特別休暇の取得」「時間外勤務の削減」「勤務形態の選択」に対しては

職員が十分に満足できていないことが読み取れます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 具体的な取組み                               

これまでの成果や課題等を踏まえ、次に掲げる取組みを実践していきます。 

（１）女性職員の積極的な登用の推進 

個々の女性職員の能力・意欲やキャリアを踏まえながら、一層積極的な管理職登用

を図ります。 

 

（２）多様な働き方の実現に向けた服務制度の充実・周知徹底 

育児・介護等に関する休暇制度、服務制度の効果的な周知策を検討・実践し、一層

の利用拡大に努めます。令和３年度からは新採職員に対し、服務ハンドブックを配布

しています。 

 

（３）仕事と家庭生活を両立できる環境整備 

各部門における時間外勤務削減の目標設定や、管理職のマネジメント強化に向け

た研修の推進などにより、時間外勤務の一層の縮減に向けて取り組んでいきます。 

職員の心身の健康の維持・増進及び子育て・家庭生活の充実と仕事との両立を一層

推進する観点から、年次有給休暇を含めた「リフレッシュ休暇」「アニバーサリー休

暇」を推進します。 
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（４）あらゆる職員が生き生き働ける環境整備 

家族と一緒に参加が可能な福利厚生事業について、引き続き実施していきます。 

 

（５）セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント防止の推進 

セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントの防止については、男女とも

に生き生きと働ける職場づくりになくてはならないものであることから、職員に対し

一層の周知啓発を図っていきます。 

 

５ 数値目標と取組み状況の公表                         

（１）令和 7年度までに達成を目指す指標 

①管理職に占める女性職員の割合について、30％程度の維持を目指します。 

〈直近の状況〉令和 2年度 ３０.０％平成 28年 4月 1日現在 45％ 

 

②一人当たり月平均の時間外勤務時間数について、平成 31年度対比で約 10％

削減を目指します。 

【職種別目標時間】  H28年度～  H31年度実績  R3年度～ 

医師       45時間    45.6時間   41 時間 

看護職      14時間    14.0時間   12 時間 

医療技術職    20時間    18.8時間   17 時間 

事務・技能労務職 26時間    16.0時間   14 時間 

 

（２）目標管理と取組み状況の公表 

目標値の達成状況をはじめとする計画の進行管理は、毎年度、ワーク・ライフ・バ

ランス推進委員会において行い、取組み等の進捗状況や課題、目標の達成状況等の整

理・分析・評価等を通じて、取組み等の内容を見直し、改善していきます。 

また、計画の実施状況、数値目標の達成状況等については、定期的に公表します。 


